
危険物施設の安 性の変化と

新たな保安 の構築
割
線

はじめに

6月 の第2週 は「危険物安全週間」でした。

各地で危険物の安全対策にかかる講演会、計十

練など様々なイベントが行われましたが、そ

の一環として兵庫県内で行われる安全講演会

の講師を依頼されました。

危険物行政を取 り巻く最近の動向を話して

ほしい、ということで、危険物施設の地震対

策、規制緩和などの話をしたのですが、その

前段として、危険物施設の事故件数の推移と

その分析及び最近の傾向について、お話しし

ました。

その後、全国危険物安全協会の事務局から、

全危協だよりの特集号に、危険物施設の事故

件数の最近の傾向を中心に筆者の講演の概要

を掲載したいと依頼されました。分析につい

ては講演に備えて筆者が個人的に行ったもの

で、消防庁としてオーソライズされたもので

はありませんし、仮説や推測が多いので印刷

物の形で残すことについてはやや抵抗もある

のですが、是非にとのことですので、あえて

文書の形にしてみることにしました。という

わけで、本稿についての責はすべて筆者個人

にあることをご理解頂きたいと思います。

規制緩和の推進

戦後50年以上が経過し、驚異的な高度成長

を遂げてきた日本の政治、経済、社会のシス

テムも制度疲労を来してきている、と言われ

るようになっています。

消防庁危険物規制課長

小 林 恭 一

今、抜本的な改革を実施しなければ、21世

紀の日本に未来はない、との考えから、現在、

政府全体として行政改革、財政改革に取り組

んでいることはご存 じのとおりです。「規制

緩和」も行政改革の一環として、活力ある日

本の社会を作っていくために不可欠な取り組

みとされています。

「規制」には大規模小売 り店舗の立地規制

などの 「経済的規制」と、国民の安全を守る

ための規制などの 「社会的規制」があります。

「規制緩和」に対する取り組みは、「経済的

規制」については 「原則として自由とし、規

制は例外的なものとする」との方針が定めら

れています。「社会的規制」についてはそれ

ほどドラステイツクではありませんが、「規

制の目的を達成するのに必要な最小限のもの

とする」という方針が定められています。

消防法の危険物規制は社会的規制に属する

ものですから、消防庁としても、上に述べた

ような方針に沿つて規制緩和に取 り組み、平

成 7年 3月 に閣議決定された 「規制緩和推進

計画」に基づいて、着々と規制緩和にかかる

制度改正を行ってきています。「規制緩和推

進計画」については、平成8年 3月 、平成9

年 3月 に2度 に渡つて改定されていますが、

危険物規制関係については現在までに34項目

が計画に上がっています。消防庁では、平成

7年度に8項 目、8年度にも8項 目について

措置し、今年度中にさらに9項 目について措

置するとともに、3項 目について検討結果の

じ

じ
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結論を得ることとしています。また、平成11

年度までに新たに6可〔Hに ついて1尖討を行い

所要の結論をイキる予定です.

規制緩和は安全レベルの低下につながらない

か

危険物規制は、[」民の■命、身体、貰4たの

安全に直結する規制ですから、規制緩和の対

置 を実施に移す際 には、「規制の技和J力 f

「安全レベルの低 下Jに つながることのない

よう、1真重に1究:Jするゼ要があることはたう

までもありません‐

規制緩和の,上展に伴って、それに起141する

危険物施設の事故が増えるようなことがあれ

ばそれこそ大変です.

そこで、危険物施設にかかる事放件敗の推

移を見てみると、図 1の ようになります。Ar

成 6年 には 「|:陸はるか,中地震 |が 、平成 7

年には 「兵庫県市部地震Jが あり、その影響

で大幅に事故件数が増加|していますのでわか

りにくいのですが、それをとし,い てみると、

H召和50年代の半ばから一貫 して減少イ頓向にあ

った危険物施設の事故件数が、ヤ成 5ヽ 6年

を広に増加傾向に転 じているように見えま

図1 危険物施設における火災

す。事故件数が増加に転 じている r成 6ヽ 7

年という時期は、規制緩和推進計画こそ策定

されていませんで したが、消防庁としてちよ

うど規祐」緩和に本格的に取 り和とみ始めた時期

ですから、もしこの事故件数の増加が規制緩

和に起凶するものであるのなら、規制緩和の

方針そのものを見直すと要すら出てきますc

そこで個々の事故の原因を細かく見てみる

と、とりあえず規制緩和された事項とは関係

がないことがわか ります。事枚の原F・lの多 く

は、取扱い ミス、操作 ミス、確認不 1分など、

人的要因に帰 される単純なものが多いので

す。その傾向も、ここ数年で特に変わつたよ

うには児えません.

日本の安全を支えてきたシステムが変化 して

きているのではないか

規制緩和が原因でないとしたら、事故件数

が増加に転 じているように見える理由は何で

しょうか。それとも、事故件数が増え始めて

いるように見えるのは単なる統計の 「振れJ

に過ぎず、あと10年くらい維ってから見てみ

たら|やはり全体としては減少傾向にあつたJ

ということになるので しようか。

漏えい事故件数の推移

tL)一   は絶君による事故を合む.

昭和39年 :斬潟地震 昭和 58年 1日本虚中都地居、平成8年 1北海道東方辞地震 三2は るかや地震 平成 7年 iほ神 韻路大震英

平成8年 はEtth

的弱中
年
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図2 高圧ガス取締法関係事故件数の推移 (事業所)
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昭和

,十 r成6 7午には、 こ性はるか沖地に、阪神i 路々人夜災による技■を行む,

(高圧ガス1関係'故午様 十危険物保安技術協会|よ )作成す

もちろんその可|ヒ性も少なからずあること

は否定できませんが、「何かが変わりつつあ

るのではないかJと懸念する理由もあるのです.

図 2は 十高圧ガス取締法関係手故の推移

(高圧カス保安協会)J、図3は 「化ヤ に業に

おける爆発 火災による最大災告発′■状況

(労働省 化学安全対策会議)J、図4は 十令

産業における死亡者数の推移 (労働省 死亡

災キ報告IJです.こ れらのグラフを)とると、

図3 化学工業における爆発 ・火災による

重大災害発生状況
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図 4 全産業における死亡者数の推移
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危険物施設の事枚件数の推移と同様に、昭和

50年代以降の減少傾向と、平成 4～ 5年 頃を

底として増加に転 じている様 子が短えます。

危険物施設と類似のジャンルに属する事業

所だけでなく、企産業に拡げて比ても同様の

傾向がみられるのは、何か共通の原因がある

のではないか、と考えてもよさそうです。

危険物施設の事故の推移

そんなわけで、危険物施設の事故の推移に

ついて、もう少し詳しく見てみたいとはいます。

図5はrL険物施設の種類別に児た火災14‐数

図5 危険物施設の火災件数の推移 (各5年 間の平均)
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3 S41～S45の( )内の値は S38に発生 した新潟をほによる火災を合めたもの

4 H3～H7の( )内の値は 17に発生 した願神 渡路大泉災による火災を合めたもの

図6 危険物施設の漏えい事故件数の推移 (各5年 間の平均)

亡 S41～S45についてはS43及びS45の2年 間の平均

‖3～‖7のとはほ7に発生 した阪神 演路大震災による河えい事枚持歓を除いたもの

出3～17の( )内の値は ‖7に発生 した阪神 波略大ほ災による鴻えい事故を合めたもの
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００３

の推移、図6は漏洩事故件数の推移です。今

体の傾向を大きく把握するために5年 ごとの

平均値で現しています。これを見ると、昭和

50年くらいからの減少傾向はほぼ共通してい

ると言えますが、給油取扱所など、やや異な

った推移をたどっているものも見られます。

危険物施設の安全性を考える際に、事故件

数だけに着日するのは適切ではありません.

[百万 kl]

事故件数と、貯蔵 し又は取 り扱 う危険物の量

や危険物施設の数との関係、言わば 「事故発

生率Jの ような形で見ることも必要です。

図 7は 消防法の 「危険物Jの 9割 を占める

石油の輸入 消費量の推移を示 したもので、

図 8は 石油類をさらに細かく分類 してみたも

のです。第
一次オイルショックまでの石油消

費量の急増傾向、第二次オイルショックを契

S63 ５Ｈ

図 7 石油製品販売上 ・原油生産■及び輸入量
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図9 危険物施設数の推移

彗 営
岳 岳

機とする消費量の減少、バブル期に人って1曽

加に転 じていること、石油消費量の減少を支

えているのは 工として二油舟Ⅲ費量の減少であ

ることなどがわかります。

一方、危険物施設の数の推移は田 9の とお

りです.オ イルショック以降の工,山の消費笠

の減少にもかかわらず昭和60年代の初めまで

は増え続けています.昭 和63年 と平成 3年 に

危険物施設の数が減っているのは、蛇仰1緩和

で危険物施設の範囲が減ったためです.

危険物施設の種類ごとに、その数で種類ご

との事故件数を害|ると危険物施設ごとの事故

発生率が得られます.図 10ヽ14はそのtF移を

5年 ごとの平均値で見たものです.い ずれの

施設も、火災の発生事については一貫 した減

少傾向が見られますが、鴻洩事故の発生率に

ついては様々な傾向があって 一机には言えま

せん。ただ、屋外 タンク貯蔵所の漏洩事故発

々琴のように、開放点検の始まった'何和50年

代初頭以降の顕著な減少llR向など、原因がは

っきり推定できるものもあ ります.

石油コンビナートの事故件数の推移

以 Lのように児てくると、同じ 「事故|と

言つても 「火災Jと 「鴻没Jで は大分傾向が

進います し、危険物施設の種類によってもか

なり傾向が違うのですが、それらを合わせて

全体の傾向を見てみたのが図15です。昭和50

年代以降、事故発生率が Hf減してきているこ

とと、ここ2ヽ 3年 増加傾向に転 じているこ

とが見て取れます。

危険物施設はカソリンスタンドやタンクロ

ーリーなどから複雑なプラン ト類 まで大小

様々な施設を含んでいますので、それらの事

技件数を合計 して全体の傾向を見ると、どうし

てもその傾向にばらつきが人ってしまいます。

そこで、石油コンピナー トに限つて事故件

数の推移 (消防庁特殊災宇室調べ)を rtたの

が図16です.こ れを見ると、昭和50年代以降

の減少傾向と平成 5年 以降の増力B傾向がより

顕者に現れています。「危険物施設J全 体を

ひとくくりにしてしまうのに比べて石油コン

ビナー トの施設はより同
」性が高いので、事

故の傾向もより明確に現れると考えてよいの
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図10 製造所における危険性の推移 (各5年 間の平均)

図打 一般取扱所における危険性の推移 (補正後、各 5年 間の平均)
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5 H3～‖7の潟えい危険性の1002の傾は87に発生 した阪神 譲略大震災による潟えい事故作数を除いたもの
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図12 絵油取扱所における危険性の推移 (各5年 間の平均)
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図13 屋外タンク貯蔵所における危険性の推移 (各5年 間の平均)
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火災危険性 1臨腔 1万 あたりの火災件致

漏えい危険性 :お撰 1万 あたりの漏えい事穫件歓

S37～S40については4年 間の平均

S41～S45のには 火災危険性にあつてはS43を除いた4年 間の平均 潟えい危険性にあつてはS43及びS45の2年 同の平均

Sヤ～S40の火災危険性の174の 住はS391t発生した新lB地産による火災件数を除いたもの



図14 屋内貯蔵所における危険性の推移 (各5年 間の平均)
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5 ‖3～H7の掃えい危険性の040の とは附に発生した霞神 波路大I災 による漏えい事故件数を除いたもの

図15 危険物施設における火災 漏えい事故率
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図16 石油コンビナー トにおける事故発生件数の推移
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ではないか、と思うのです。

昭和50年代以降、石油コンビナー トの事故

件数が減少してきたのは何故か

石油コンビナー トの亭放件数が出宮和50年代

以降大幅に減少 してきた理由を考えること

が、ここ2ヽ 3年 事故件数が増加に転 じてき

ている理由を探る_Lで不可欠だと思います。

石,向コンビナー トの事故件数は、何故減少 し

てきたのでしょうか,一 つの仮説を考えてみ

ましょう。

石油コンビナー トの主力施設は昭和30年代

から40年代に建設されてお り、昭和50年代に

建設されたものは、大規模石油備著基地など

を除けばほとんどあ りません.石 i向コンビナ

ー トの施設の多くはかなり古くなっていると

考えられるのです。

施設が老朽化すれば図17のとお り事故発■

率は 1とがるはずですが、
一

方で、施設の老朽

化に対応するため、定期点校、定期補修など

がなされますので、それらが適切になされて

いれば、事故発生率は単調に L昇せず、図18

のように一
定の範囲内で鋸の歯のような形状

兵取県商部地震等を含む

図18 定期点検を行う場合の事故発生率

をとるはずです。

他方、同一の施設を使い続けていると、自

社、他社に限らず様々な事敵やヒヤリハツト

事例に道遇し、その施設の事故防!Lに関する

ノウハウが蓄積され、ハード面での改善も進

むはずです。その限りでは事故発生率は減少

宮城県沖地震を含tr

日本海中部地撰を含む
123

葉県束方沖地震を含む

Jヒ海道ltl B沖 地湛を含

韓~駅す

S51S52S53S54S55SrD6S57S58S59S60S61S62S63HttH2H3H4H5H6H7H8

図17 老朽化に伴う事故発生率の上昇



するはずです (図19).

従って実際の事枚発生■は、以上のグラフ

を合成 した図20のようなものになるはずで

す。このグラフがい寓和抑年代以降の有'山コン

ビナー トの事故発生件数の減少傾向 十図16)

とよく合っていることはご覧のとお りです,

図19 事故防止ノウハウの蓄積による事故発生率の

減少

以 上のll R説には、以下のような前提条件が

あることはおわかりでしょう.

C)定期点検、定期補1参が適切になされること

0事故防止のノウハウが蓄憶され、ハード

画の改善も斉実に進むこと

逆に言えば、 卜の■つの前提条件が つで

も崩れれば、事故発生字は上昇 してしまうと

いうことです.

従って、昨今の石,出コンビナー トを取 り巻

く状況が、Lの 工つの前提条件を崩 していな

いかどうかを考えてみる必要がありそうです“

定期点検 ・定期補ほがおろそかになってきた

のではないか

まず、定期点検や定期補1ケがおろそかにな

ってきたために事批力S増えているIJ能性につ

いて考えてみます。事故原因を詳しく見ると、

ここ数年の手技件数の増大が、老朽化、劣化

等に起凶する事故が増えているために,lき起

こされているということはないようです。ま

してやメンテナンスがおろそかになってきて

いるために事故件数が急増しているなどとい

うことは今のところ言えないと思います。田

21を見ると、劣化 腐食牛に起囚する事枚の

イが L昇 しているようにみえないこともあり

ませんが、絶対値から見て、ここ2ヽ 3年 の

事故件数の増大の主要な要因とは言えないと

思うのです。

この限 りでは、今のところ0の 前提条件が

崩れて来ていることはないと言つてよさそう

ですが、必ず しも安′亡、できるものでもないこ

とはご存 じのとおりです。昨年の水島コンピ

ナー ト地 えで起きた地下紀管からの漏洩事故

などは明らかに老朽化によるものです し、全

体の施設の老朽化にもかかわらず、経済環境

の悪化や経営状況の悪化などから、メンテナ

ンス関係の費用を出来るだけ節約 しようとい

う動きもあるからです。

事故防止ノウハウの蓄積や伝達、継承のシス

テムが崩れてきたのではないか

それに比べて、事故防止ノウハウの蓄積や

伝達、継承のシステムが崩れてきているので

はないか、そのために事故が増えて来ている

のではないか、という仮説には説得力があり

ます。

事故防止ノウハウの蓄積や伝達、継承のシ

ステムが成立するためには、

■現場の個々の作業員レベルで細かな安全

ノウハウを着実に積み上げること

0そ の安全ノウハウの基本をマニュアル化

するとともに、マニュアル化出来ない細

喜敵防止カハ,の

図20 実際の事故発生率
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図21 石油コンビナートにおける腐食 ・劣イし事故の推移

一 ■k件 数 … 全事故中の常」合

注:平成6年中の 「全事故Jは 三陸はるか沖地震による事故を除いた件数である。

10

かい事項についても、現場のリーターが

作業の要所で実践 しながら実際に作業を

行う人達に伝えていくこと

が不,「欠です.

これに対 し、昨今のli会 ネl済環境の変化

に伴い、以 卜のような事態が進行 しているの

ではないか、ということが懸念きれるのです.

0昭 和30～40年代に多くの事故を経験し、

事故の恐さと事故jlJ Lのノウハウを肌で

覚えてきたベテラン職員がリタイアの時

期をlIPえているのに、現場の岩い職貝ヘ

の手破防1にノウハウの伝達が 1分できて

いないのではないか

0企業のスリム化が進行し、 11事などの非

定状作業を中″じヽに多くの作業が外注化さ

れるとともに、タトとのための費用が飾約

されているため、二次下請け、lt次ド請

けなど、事業所本体のコントロールが及

びにくい作業員が実際の作業を行うlla向

が強まっている結果、事故防止ノウハウ

の蓄積が進まず、また事業所内部に蓄積

されていたノウハウを作業員に伝えるシ

ステムも機能 しにくくなっているのでは

ないか

これらの懸念はあくまでも伝聞や状況証拠

に基づ く 「懸念Jで あって、事業所内部にい

るわけではない私のような者には本■のとこ

ろは判らないのですが、■については 「化学安

全対策会議 (労働省IJの報告青などでもかな

りの確信をもって指十南しているところです.

また、この 「懸念Jは 、「何故まだこんな

事故が起こるんだろうJと 感 じるような、聞

くのも恥ずかしい単純な人的 ミスに起内する

事故が増えていることとも符合するのではな

いか、と思うのです。

事故防止ノウハウにかかるシステムが崩れて

きているのは石油コンビナー トに限らないの

ではないか

■で述べた「!つの 「懸念Jは 、実は石油コ

ンビナー トに限らないのではないで しょう

か,石 油コンビナー ト以外の危険物施設につ

いてもヽてはまりそうです し、建設業など全

くけUの業界でも当てはまりそうです。

図16ほど顕著ではありませんが、同じよう

な傾向が図15についても、また図 2ヽ lk1 4に

ついても見られるのは、そのためではないの

で しょう力、

これらを見て、「事故を減少させてきた日

小型システムに金が出始めているJ

- 7 3 -



と言ったら言い過ぎで しょうか。

ではどうしたらよいのか ?

もし、 以上の仮説が にしいとす'1ばと
｀
うし

たらよいので しょうか,ベ テラン職員のリタ

イアを,|き延ばしても先は児えていますt手

故発生率が再び高まって、作業員の多くが事

故の恐さや事故防止1のノウハウを直に体イ手す

るのを付つ訳にはいかないのは言うまでもあ

りません。作業の外注を持1限することも難 し

いで しょっ.

昭和50年代以降に事故をllt少させてきてシ

ステムが崩れ始めているのだとしたら、211性

T3Lを迎えて、事故をllnk少させるための新たな

システム造 りに地道に取 り組もしかないので

はな↓ヽでしょうか. たとえば,次ドのような

(1)事故を起こそうとしても起こらない 「本

質安
/1tJを

事業所の安全システムの基本

思想とすること

(注)「本質安全J… …踏切がある限り、

いくらソフ ト ハー ド両面で安全対

策を徹氏 してもFHK切事故は0に はな

らないが、鉄道を高架にして踏切を

なくせば踏切卓故は絶対に起こ,)な

い。このように、システム設計上、

事故が起こり得ないようにすること

を 「本質安全Jと いう。

0事 故防止は、出来るだけソフトに頼らず、

まずハード面の対策を第一に考えること

10)他の事業所や外注作業員からの情報を合

めて事故事例やヒヤリハット宇,1の収集

に努め、事故防‖1ノウハウの蓄積とマニ

ュアル化を維続的に行うこと

13従前ならマニュアル化せず、現場リーダ
ーの指導に任せていた細かなノウハウも

出来るだけマニュアル化すること

0事 故を知らない持手作業員や外注作業員

に対し、事故防止ノウハウを確実に伝達

するための機会を全体の作業システムの

部として組み込むこと

終わりに

「危険物施設だけでなく他の産業を合め、

ヤ成5ヽ 6年 を氏として事故発生件数が増加

に転じているように比えるJと いうことをき

つかけに、その原lfHから対策まで、いろいろ

とウンチクを傾けてみました。

各社の社計数字は事実ですが、繰り返し3/1

べたように、私のウンチクは、すべては聞と

状況証拠と類推です。「増加に転じているJ

ことも何年かすると、「化夏に過ぎなかったJ

ということが判明するかも知れません。もし

ろそのことを願っているのです。

しか し、もし多少なりとも当たっていると

すれば、今後もしばらくの間、多少の増減を

繰 りlFxしながら、全体の傾向としては事故件

数や事故発生率が延び続けることになるでし

ょう.

事故件数が延び続け、社会的関心を引 く大

事故 も合まれるようになったとき、今と同様

に規制緩和を進めていくことは難 しくなるに

進いありません。

そうならないよう、また一歩進んで、事故

件教や事故発■キが再び減少傾向を示すこと

になるよう、21世紀の経済 杜会の状況に合

わせた新たな安全対策を構築 していく必要が

あるのだと思います。

一 ね 一


